
栄区連合町内会６月定例会報告 
 
                   日時 平成２７年６月２２日（月）午前１０時 

                   場所 栄区役所本館４階２号会議室 
 
１ 依頼及び連絡・報告事項 

 

（１）栄区内の燃やすごみ量の報告及びダンボールコンポスト購入費補助事業の募集に 

ついて                    （資源循環局栄事務所TEL891-9200） 

葛西資源循環局長から、日頃の皆様のご協力によりごみ量が順調に減少しており、平成 

26年度の目標を達成したことへのお礼がありました。 

小松栄事務所長から、栄区の４・５月の燃やすごみ量について、累計値は平成26年度に

比較して減少していること、今後もより一層の分別徹底と生ごみの水切り、剪定枝・草の

乾燥をお願いしたいという説明がありました。 

また、７月１日から生ごみの減量と堆肥化に有効な「ダンボールコンポスト購入費補助

制度」が始まるため、チラシ回覧へのご協力と、ぜひ制度を活用して取組みにご協力をお

願いしたいという説明があり、了承されました。 
 

○ ダンボールコンポスト購入費補助制度 

・補助の対象になる基材 

  ダンボールコンポスト用のダンボール、ピートモス、もみ殻くん炭等 

  ※市内店舗で購入されたものが対象です。（通信販売での購入は対象外） 

・補助を受けられる方 

栄区在住の方で、設置場所が確保でき、堆肥を有効活用できる方。また、用法に従い

使用し、適切に維持管理できる方。 
 
   ◎  各地区連合町内会長まで配布（ごみと資源の総量報告） 

  ◎ 各自治会町内会長まで配布（班回覧）（ダンボールコンポスト購入費補助事業） 
 
 
（２）横浜環状南線等の整備について 

（国土交通省横浜国道事務所 TEL315-3536、 

東日本高速道路(株)横浜工事事務所TEL352-3771、道路局事業調整課TEL671-3986） 

角野道路局事業調整課担当課長、萩野谷国土交通省横浜国道事務所計画課建設監督官及

び上原東日本高速道路(株)横浜工事事務所工務課長から、横浜環状南線・横浜湘南道路の

整備状況及び平成27年度の主な予定について説明がありました。 

桂台トンネル工事の全体説明会を８月上旬に開催予定であること、その他工事に関する

情報は、工事説明会のほか、適宜回覧等でお知らせする旨の説明があり、了承されました。 
 
    ◎ 各自治会町内会長まで配布（班回覧） 
 
 
（３）環状３号線（日野南・小山台地区）及び環状４号線（公田桂町地区）の進捗状況に 

ついて                        （道路局建設課TEL671-2739） 

五十嵐道路局建設課長から、環状３号線（日野・小山台地区）の４車線化及び環状４号

線（公田桂町地区）の道路拡幅の進捗状況について説明がありました。 

地元の皆様のご意見を参考にしながら、今年度中の完了を目指して整備を進めていくと

いう説明があり、了承されました。 
 
   ◎  各地区広報部会まで配布 



（４）栄区内の犯罪発生状況報告                 （栄警察署TEL894-0110） 

竹村生活安全課長から、栄区内の犯罪の発生件数・状況について報告がありました。 

  全認知件数としては引き続き前年を下回っているものの、車上ねらいが前年と比較し

て増加していること、振り込め詐欺は５月までに５件（架空請求１件（850万円）、オレ

オレ詐欺４件（700万円）発生しているという説明がありました。 

また、曽根交通課長より、平成27年６月１日に施行された改正道路交通法について説

明がありました。危険行為を繰り返す自転車運転者に講習の受講が義務化されたこと、

自転車の交通ルールについて今後も啓発活動を行っていくという説明があり、了承され

ました。 

○ 改正道路交通法の概要 

信号無視や酒酔い運転、一時不停止等、特定の「危険行為」を過去３年以内に２回

以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。これは自転車の運転

に必要な適正や個別的指導を含む３時間の講習で、講習手数料の標準額は5,700円

です。なお、命令を受けた人が指定された期間内に受講しない場合、５万円以下の

罰金が科せられます。 
 
    ◎ 各地区連合町内会長まで配布 
 
 
（５）「年金情報流出」を口実にした犯罪に関する注意喚起チラシについて 

（保険年金課TEL894-8420） 

木村保険年金課長から、日本年金機構への不正アクセスにより年金情報が流出した件

について、日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や「流出した個人情

報を削除してあげる」と持ちかけてくるなど、便乗した犯罪が発生しているのでご注意

いただきたいという注意喚起があり、了承されました。 

・日本年金機構から、この件で電話やメールで連絡することは一切ありません。 

流出が確認された方への新しい基礎年金番号は、郵送で通知します。 

  ・日本年金機構が、この件でお金やキャッシュカードを要求することは一切ありませ 

ん。 

  ・日本年金機構が、この件でＡＴＭの操作をお願いすることは一切ありません。 

  ○ 日本年金機構専用電話窓口：０１２０－８１８２１１ 

（受付時間：午前８時30分～午後９時 平日及び土日） 

 

    ◎ 各地区広報部会まで配布 
 
 
（６）栄区内の火災・救急状況報告                 （栄消防署TEL892-0119） 

九十九
つ く も

澤
さわ

予防課長から、栄区内の火災・救急の発生件数・状況について報告がありまし 

た。５月の火災発生件数は１件で、５月11日に小山台一丁目の専用住宅において、屋上

の樹脂製テーブル、ガラス板、ウッドデッキ等が若干焼損したこと、置いてあった水の

入ったペットボトルがレンズのように働いて発火したことが原因と考えられるという説

明がありました。 

また、５月に熱中症で１名救急搬送されており、暑くなるこれからの時期の室外での

活動にはご注意いただき、服装や水分補給にご留意いただきたいという説明があり、了

承されました。 
 
   ◎  各自治会町内会長まで配布 

 



（７）横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26-30年度）平成26年度の実績概要報告及び 

リーフレットの回覧について      （環境創造局みどりアップ推進課TEL671-2712） 

松本緑地保全推進課長から、「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26-30年度）」の

平成26年度の実績概要報告と、当該リーフレットの回覧依頼があり、了承されました。 
 
  ◎ 各自治会町内会長まで配布（班回覧）（リーフレット） 

 
 

（８）崖地の調査結果及び今後の対応について          （総務課TEL894-8311） 

守屋総務課長から、「崖崩れが発生した場合に被害が大きい可能性がある崖地」として、

昨年の台風第18号後に緊急的にリストアップされた区内の崖地について、「予想される崩

壊の規模」「斜面の安定性」及び「崖と家屋の位置関係」などについて詳細な調査を実施

した結果、対象となる崖地が21か所から７か所になったという報告がありました。 

この７か所と過去に崖崩れが発生した場所のうち、確認の結果、避難勧告対象に追加す

る崖地については、神奈川県と気象庁から共同発表される「土砂災害警戒情報」をもって

当該崖地のある地域に避難勧告を発令すること、今後、当該崖地のある地域への説明や意

見交換を行った上で、消防・土木事務所と連携して注意喚起のチラシを対象各世帯に配布

するという説明があり、了承されました。 

（※当該崖地以外の崖地についても、大雨などの際にはご注意いただき、崖崩れの前兆 

情報を確認した場合などは早めの避難行動をお願いします。） 
 

 ◎  各地区広報部会まで配布 

 
 

（９）栄区水害対策訓練の実施について             （総務課TEL894-8311） 

守屋総務課長から、水害対策訓練の概要説明と周知依頼がありました。 

   ○ 日時：平成27年７月11日（土）午前９時～10時 

   ○ 場所：長尾台町内会館及びその周辺（栄区長尾台町562） 

○ 目的：水害時に自治会・町内会館を避難所として円滑に開設・運営することを 

主眼とした訓練とし、地域と区役所が避難所開設時の流れを共有するこ 

とを目的とします。 

  当日の見学も可能（申込不要）であること、駐車場がないこと、当日は相当の暑さが予
想されるため水分補給や帽子を被るなど、十分な熱中症対策を行っていただきたいという
説明があり、了承されました。 

 
 ◎  各地区広報部会まで配布 

 

（10）栄区防災講演会実施結果について（お礼）         （総務課TEL894-8311） 

守屋総務課長から、５月29日（金）に開催した栄区防災講演会に多くの区民の方にご参

加いただいたことへのお礼と、概要説明がありました。 

今後の防災の取組に多くの方にご参加いただけるよう、より効果的な広報を行うとと

もに、講演から得た教訓を生かし、日頃からの個人の備えや災害時の行動を周知してい

くという説明があり、了承されました。 
 

 ◎  各地区広報部会まで配布 

 

 

 



（11）栄区制30周年記念事業の推進について           （総務課TEL894-8311） 

守屋総務課長から、栄区制30周年記念事業の推進について説明がありました。ロゴマー

ク、事業計画、賑わい部会の設置等について、６月24日に開催される同事業実行委員会

での決定後、広報部会でお知らせしたいという説明があり、了承されました。 
 

 ◎  各地区広報部会まで配布 
 
 
（12）栄区制30周年賑わい部会へのご協力について（お願い）（地域振興課TEL894-8395） 

塗師地域振興課長から、栄区制30周年を迎えるにあたり、栄区の賑わいづくりについて

検討していくことを目的として、栄区制30周年記念事業実行委員会の下に「栄区制30周年

賑わい部会」を立ち上げることになったことの説明と、連合町内会の事務局長に部会員と

してご協力いただきたい、あわせて適任の方がいらっしゃったらご推薦いただきたいとい

う依頼があり、了承されました。 
 

 ◎  各地区連合町内会長まで配布 
 
 
（13）「本郷台アオソラマルシェ」の開催について      （区政推進課 TEL894-8161） 

中山区政推進課長から、旬の野菜を味わい、楽しみながら身近な農にふれるイベント「本

郷台アオソラマルシェ」を今年も本郷台駅前で開催するので、ぜひ多くの方にお越しいた

だきたく、チラシの班回覧にご協力をいただきたいという依頼があり、了承されました。 

  ○ 日時：７月18日（土）午前９時～午後２時 

    ※雨天の場合は７月19日（日）に延期 

  ○ 会場：本郷台駅前広場 

  ○ イベント内容（予定）： 

    栄区の農家による新鮮野菜の直売、地元の野菜を使った模擬店、 

ストリートライブ 等 
 
   ◎  各自治会町内会長まで配布（班回覧） 
 
 
（14）「屋外活動でのスズメバチや蚊にご注意ください」について 

（生活衛生課 TEL894-6909） 

  山田生活衛生課長から、これからの時季、屋外でのイベントやウォーキングなどを開催

するにあたり、スズメバチによる刺傷事故や蚊による感染症を防ぐため、配慮をお願いし

たいという説明があり、了承されました。 

  ○ スズメバチ 

   ・開催場所やコースを事前に下見し、巣がないか確認しましょう。 

   ・危険な巣が見つかった場合は、計画を変更するか、管理者へ連絡し専門業者による

駆除をお願いするなど対処してください。 

   ・明色の防止、長袖、長ズボンを着用し、黒いものは身に着けないようにしましょう。 

   ・万一、刺されて全身症状が出た場合は、ただちに病院を受診しましょう。 

  ○ 蚊 

   ・蚊の多い場所で開催する場合は、肌の露出を避け、長袖、長ズボンを着用する、虫

よけ剤を使用するなど、参加者への呼びかけを行いましょう。 

   ・普段から、蚊の発生場所となる「小さな水たまり」を無くしましょう。 
 
   ◎  各地区広報部会まで配布 

 



（15）栄区版子ども・子育て支援会議委員の推薦について 

（こども家庭支援課TEL894-8409） 

  林学校連携・こども担当課長から、子どもたちの健やかな成長を地域で見守っていくこ

とを目指して、地域の皆様をはじめ、子どもや子育て支援にかかわる皆様からなる「栄区

版 子ども・子育て支援会議」を設置するという説明がありました。 

  つきましては、各地区連合町内会から委員１名をご選出いただき、７月３日（金）まで

に栄区こども家庭支援課までご連絡をお願いしたい、支援会議の中でいただいたご意見や

提案等については、適宜区連会や関係団体を通じて情報提供をさせていただくという説明

があり、了承されました。 
 

 ◎  各地区広報部会まで配布 
 
 
（16）「よこはまプレミアム商品券」発行のご案内について  （地域振興課TEL894-8396） 

塗師
ぬ り し

地域振興課長から、このたび、１冊の販売価格が１万円で１万２千円分のお買いも 

のができる「よこはまプレミアム商品券」が発行されること、区内経済・商店街の活性化

のために、ぜひ多くの皆様にお申込みいただき、商店街へ足をお運びいただきたいという

説明がありました。 

詳細については、ホームページ（http://www.p-shouhinken.com/yokohama）や横浜市内

各戸配布のポスティングチラシをご覧いただきたいという説明があり、了承されました。 

○ 販売価格：10,000円／冊 

  ※１冊12,000円分。うち1,000円分は、市商店街連合会加入の商店街のみで利用可能 

○ 区内の商品券が使える店舗 

  現在、参加店舗の募集を行っており、店舗名はホームページに順次掲載しています。 

  また、商品券が使える店舗は、店頭にステッカー・ポスターを提示する予定です。 

○ 商品券の申込みから利用までの流れ 

  ①予約申込（６月19日（金）～７月21日（火））インターネットまたは郵便はがき 

  ②抽選 

    ③当選通知の発送（８月中旬発送予定）※落選の場合、お知らせはありません。 

    ④商品券の購入（８月21日（金）～９月３日（木））引換販売窓口で購入 

    ⑤商品券の利用（８月21日（金）～12月31日（木）） 

商品券が使用できる「参加店舗」で利用（参加店舗はホームページに掲載） 
 

 ◎  各地区広報部会まで配布 
 
 
（17）平成 27 年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について        （地域振興課 TEL894-8391） 

塗師地域振興課長から、電柱共架タイプの防犯灯の「新設」及び鋼管ポール灯の「新設

または撤去」を希望される自治会・町内会は、申請書類を地域振興課でお受け取りのうえ、

７月31日（金）までに地域振興課あてご提出いただきたいという依頼がありました。 

予算の範囲内での対応となるため、全てのご要望にお応えできないことがあることをご

理解いただきたいという説明があり、了承されました。 

○ 電柱への新設 

    鋼管ポールを撤去し、電柱への新設をする場合や、周辺に灯りがなく夜間の歩行に

支障があるなど、どうしても灯りを必要とする場合に、東電柱またはＮＴＴ柱にＬＥ

Ｄ防犯灯を新設します。                    

 （次頁に続く） 

 



○ 鋼管ポール灯の交換、新設 

    既存の鋼管ポールが腐食または傾いている、または周辺に灯りがなく夜間の歩行に

支障があり、どうしても灯りを必要とするが、周囲に防犯灯を設置できる電柱が無い

場合は、鋼管ポール灯の交換・新設を行います。 

○ 撤去：現在設置している防犯灯の撤去のみの申請も受付けます。 

  ○ 問合せ先：栄区地域振興課（本館４階46番窓口） 

         電話894-8392 FAX894-3099 Eメールsa-chishin@city.yokohama.jp 
 

 ◎  各自治会町内会長まで配布 
 
 

（18）Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015 開催に伴うポスター掲出依頼について 

（地域振興課 TEL894-8395） 

塗師地域振興課長から、三年に一度のダンスの祭典「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015」

が今年開催されることに先立ち、全市的な盛り上がりを図るべく、各自治会町内会掲示板

へのポスター掲出にご協力をいただきたいという説明があり、了承されました。 
 
 ◎  各自治会町内会長まで配布（掲示） 
 
 

（19）平成 27 年度夏の交通事故防止運動・横浜市実施要綱について 

         （地域振興課 TEL894-8391） 

塗師地域振興課長から、７月の「夏の交通事故防止運動」及びこの間に実施する栄区交

通安全活動について周知依頼があり、了承されました。 

  ○ 期間：平成27年７月11日（土）～20日（月） 

 ○ 夏の交通事故防止キャンペーン 

   日時・場所：７月14日（火）16時～17時 大船駅笠間口前 

   目的：夏のレジャーなどによる過労運転、夏特有の解放感からくる無謀運転等の防

止を図るため、啓発活動（キャンペーン）を行う。 

 ○ はたらくくるまだいしゅうごう 

   日時・場所：７月20日（月）午前10時～12時 本郷台駅前広場 

   目的：栄安全運転管理者会の事業所から、日頃事業に使用している車両を一堂に集

めて展示。来場者に対して、車展示を通して交通事故防止の啓発を行う。 
 
  ◎  各地区広報部会まで配布 
 

２ 議 題 
 

  なし 
 

３ その他 
 

（１）広報部会の日程について 

      豊 田 地 区  ２７日（土）  ９時３０分  会議会場（豊田地区センター） 

      笠 間 地 区   ２７日（土） ９時００分  会議会場（笠間ゆうわ館） 

      小菅ケ谷地区   ２８日（日）１０時００分  会議会場（小菅ケ谷ｽﾎﾟｰﾂ広場球技棟） 

      本郷中央地区   ２７日（土）１３時００分  会議会場（本郷地区センター） 

      本郷第三地区   ２７日（土）１３時３０分  会議会場（本郷小ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 

      上 郷 西 地 区   ２８日（日）１０時００分  会議会場（連合犬山会館） 

      上 郷 東 地 区   ２８日（日）１０時００分  会議会場（庄戸中ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 



（２）次回定例会の日程について 

      日 時  平成２７年７月２１日（火） 午後１時３０分～ 

      場 所   栄区役所 本館４階２号会議室 

 

（３）定期的な回覧・配布チラシについて（資料なし） 
 

ア 「さかえ区社協だより」の全戸配布              （社会福祉協議会） 
 

    ◎  各自治会町内会の「回覧・配布物届け先」まで業者が配送 

 

イ 「第65回「社会を明るくする運動」ポスターの掲示      （栄区更生保護協会） 
 

    ◎  各自治会町内会長まで配布 

 

ウ 「チカン注意」啓発チラシの回覧                     （栄警察署） 
 

◎ 各自治会町内会長まで配布 

 

エ 「横浜市栄区民吹奏楽団カジュアルコンサート2015」ポスターの掲示 

（横浜栄区民吹奏楽団） 

    ◎  各自治会町内会長まで配布 

 

オ 「地区センター、コミュニティハウス紹介」の回覧  （さかえ区民活動支援協会） 
 

    ◎  各自治会町内会長まで配布 

 

カ 「翠風荘オープンデー」チラシの回覧               （翠風荘） 
 

    ◎  上郷西、上郷東地区の各自治会町内会長まで配布 

 

キ 「はつらつ」第40号の回覧                  （栄区体育協会） 
        

◎  各自治会町内会長まで配布 

 

ク 「元気アップ麻雀」チラシの回覧            （中野地域ケアプラザ） 
        

◎  本郷第三、上郷東地区の各自治会町内会長まで配布 

 

ケ 「野七里地域ケアプラザＮＥＷＳ７月号」の回覧     （野七里地域ケアプラザ） 
        

◎  上郷西、上郷東地区の各自治会町内会長まで配布 

 

コ 「飯島コミュニティハウスだより第52号」ポスターの掲示 

（飯島コミュニティハウス） 

◎  豊田、笠間、小菅ヶ谷地区の各自治会町内会長まで配布 

 

サ 「７月のイベントスケジュール」チラシの回覧        （あーすぷらざ） 
 

◎ 各自治会町内会長まで配布 



 

シ 「第18回カナガワビエンナーレ国際児童画展」ポスターの掲示 （あーすぷらざ） 
 

◎ 各自治会町内会長まで配布 

 

ス 栄区民文化センター催し物案内の回覧        （栄区民文化センターリリス） 
   

    ◎  各自治会町内会長まで配布 

 

セ 「夏休みスペシャルお笑いステージin栄公会堂」チラシの回覧  

（栄公会堂・スポーツセンター） 

◎ 各自治会町内会長まで配布 

 

ソ 「花火鑑賞講座」チラシの回覧          （栄公会堂・スポーツセンター） 
 

◎ 各自治会町内会長まで配布 

 

タ 「桂山プレイパーク」ポスターの掲示        （桂山プレイパークの会） 
 

◎ 本郷第三、上郷西地区の各自治会町内会長まで配布 
 
チ 「上郷東地区のまちづくりについて」の回覧           （区政推進課） 

 
◎ 上郷東地区の各自治会町内会長まで配布 

 

 

 


